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Ⅰ．改正前の取扱いと改正の理由

近年、インターネット広告、クラウドサービス、電子書籍の市場が拡大しており、

経済産業省は、国境を越えた役務の提供の市場規模を次のように推計している1。

国内市場 そのうち越境取引

インターネット広告

(２０１２年）
６，６００億円 ３，９００億円

クラウドサービス

（２０１１年）
１兆２，０００億円 ２，３００億円

電子書籍

（２０１２年）
７３０億円 ３５０億円

「国内市場」･･･日本国内の需要家が消費している役務の規模

「越境取引」･･･日本市場のうち、海外から提供されているもの（いわゆる非課

税取引に該当する） 2

※ 留意事項

・ 国境を越えた役務提供に関する政府の統計等は、必ずしも存在しない

ため、民間企業の公表資料等を参考に推計を行った。

・ 為替レートは、使用したデータの当時のレートとして、80円／1ドルで

計算を行った。

資産の譲渡等は、それが国内で行われた場合に課税の対象となる。

役務の提供についての内外判定は、その役務の提供が行われた場所が明らかで

ある場合には、その役務の提供が行われた場所が国内であるかどうかにより行う

(消法４③二)。また、役務の提供が行われた場所が明らかでない場合について、

消費税法施行令は、国際運輸、国際通信、国際郵便、保険等について内外判定の

基準を定めているが、個別に定められたものに該当しないときは、役務の提供を

行う者のその役務の提供に係る事務所等の所在地により内外判定を行うことにな

る（消法４③二、消令６②）。

改正前の制度においては、デジタルコンテンツの提供が資産の貸付けかあるい

は役務の提供か、いずれに該当するのかは、必ずしも明らかではない。たとえば、

                                                 
1 税制調査会国際課税ディスカッショングループ 2014 年 4 月 4 日資料〔国境を越えた役務

提供の市場規模の試算〕経済産業省商務情報政策局情報経済課。

2 「越境取引」は、消費税の課税対象外である。課税しないという意味で「非課税」と表現

しているものと思われる。
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事業者から提供されたデジタルコンテンツをユーザーがダウンロードしてコンピ

ュータの内部記憶装置に保存する行為は、著作物の利用（複製）であれば著作権

の貸付けにあたると考えられるし、他方、私的な使用のためにデジタルデータを

取得させるに過ぎないとすれば役務の提供に該当するものと考えられる。デジタ

ルコンテンツの提供が役務の提供であるとすれば、情報の提供にあたる可能性も

あるが、現在の実務は、情報の提供に該当しない役務の提供であると判断する場

合が多い。したがって、その内外判定は、役務の提供が行われた場所を基準とす

るが、ウェブサイトはソフトウエアと電子データの集合体であることから「場所」

には該当しない。改正前の実務は、デジタルコンテンツの提供については、利用

の申込みの承諾、代金の回収、ウェブサイトへのコンテンツ配信及び記録等が事

業者の本店で行われていると考えられることから、本店をその役務の提供に係る

事務所とし、本店所在地により内外判定を行い、国外の事業者が提供する場合に

は国外取引に該当するものと判断するのが一般的である 3。

そうすると、日本国内で提供を受けるデジタルコンテンツの配信は、その提供

を国内の事業者が行えば国内取引となり、国外事業者が行えば国外取引となる。

同じ電子書籍等であっても、提供者の違いによって最終的な税負担が異なること

となり、国内外の事業者間で競争条件に歪みが生じるという問題があった。

そこで、平成 27 年度税制改正により、デジタルコンテンツの提供は、「電気通

信利用役務の提供」と位置づけられ、その内外判定の基準が見直され、平成 27 年

10 月 1 日以後は、リバースチャージ方式又は国外事業者申告納税制度によるもの

とされた。

これは、ＥＵの課税方式を模したものである。

ＥＵでは、

① クロスボーダー取引に関する消費課税は、消費地の国の課税に服するべきであり、

② ＢtoＢ取引（対事業者取引）においては、サービスの受領者が事業実態を有

する場所を消費地とし、リバースチャージ方式が望ましい

③ ＢtoＣ取引（対消費者取引）においては、サービスの受領者が通常居住する

場所を消費地とし、国外の販売事業者が消費地において課税当局に登録して

申告納税する方式が望ましい

とするＯＥＣＤの勧告を受け、ＢtoＢ取引にはリバースチャージ方式が、Ｂto

Ｃ取引には域外事業者登録納税方式が採用され、ＥＵ指令上は、２０１０年以後、

ほぼすべてのサービスのＢtoＢ取引にリバースチャージ方式が適用されることと

なった。

また、ＢtoＣ取引では、納税事務が極めて煩雑となるため、２０１５年１月以

                                                 
3 白木康晴「電子商取引における消費課税の区分について」税大ジャーナル 11 号 （2009

年）参照。
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後は、域外のサービス提供者がＥＵ加盟国のいずれか一か国に登録し、消費者の

所在国ごとに納付税額を計算した上で、登録国にまとめて納税するミニ・ワンス

トップ・ショップ制度が導入されている。

Ⅱ．概要

１．用語の定義

国外事業者

（新消法 2①四の二）

所得税法上の非居住者である個人事業者及び法人税法

上の外国法人

※ 外国法人は、たとえば、日本国内に「電気通信利

用役務の提供」を行う事務所等を有していたとし

ても、国外事業者に該当する(新消基通1-6-1)。

登録国外事業者

（27 年改正法附則 38①）

所定の要件を満たす国外事業者（免税事業者を除く）と

して申請し、国税庁長官の登録を受けた事業者

「電気通 信利用役 務

の提供」

（新消法 2①八の三）

資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる

著作物の提供（当該著作物の利用の許諾に係る取引を

含む。）その他の電気通信回線を介して行われる役務の

提供（電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信

を媒介する役務の提供を除く。）であつて、他の資産の

譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随

して行われる役務の提供以外のもの

「事業者 向け電気 通

信利用役務の提供」

（新消法 2①八の四）

国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、

当該「電気通信利用役務の提供」に係る役務の性質又は

当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供

を受ける者が通常事業者に限られるもの

「消費者 向け電気 通

信利用役務の提供」

国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち

「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のもの

※ 「消費者向け電気通信利用役務の提供」は、法令

に定義された用語ではない。「事業者向け電気通

信利用役務の提供」が限定的に定義されている結

果、「消費者向け電気通信利用役務の提供」とい

う概念には、事業者が利用する様々なサービスも

含まれ得ることに留意する必要がある。

特定仕入れ

（新消法 4①）

事業として他の者から受けた「事業者向け電気通信利

用役務の提供」

特定課税仕入れ

（新消法 5①)

課税仕入れのうち特定仕入れに該当するもの
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２．内外判定の見直し

改正前においては、上述のとおり、国内及び国外にわたって行われる役務の提

供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないものについては、役務の提

供を行う者のその役務の提供に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかによ

り判断するものとしている。

また、資産の譲渡又は貸付けが国内において行われたかどうかの判定は、その

譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所が国内にある

かどうかにより行い（消法 4③一）、その所在していた場所が明らかでない資産の

譲渡又は貸付けは、その資産の譲渡又は貸付けを行う者のその譲渡又は貸付けに

係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより判断することとされている

（消令６①十）。

すなわち、資産の譲渡等の内外判定は、販売する事業者の事務所等の所在地に

よることはあっても、購入する者を基準とすることはない。

改正により、デジタルコンテンツの配信は「電気通信利用役務の提供」と位置

づけられ(消法 2①八の三)、その内外判定は、提供を受ける者の住所、居所（現

在まで引き続いて一年以上居住する場所）、本店、主たる事務所の所在地が国内に

あるかどうかによることとされた(新消法 4③三)。

内外判定の基準は販売する事業者の事務所等の所在地によるという基本的な整理

に、初めて、購入する者を基準とする例外が設けられたのである。

【平成 27 年 9 月 30 日まで】

役務の提供が行われた場所が明らかでない取引

（国内及び国外にわたって行われる役務の提供など）

↓

役務の提供を行う者のその役務の提供に係る事務所等の所在地による

【平成 27 年 10 月 1 日以後】

「電気通信利用役務の提供」

役務の提供が行われた場所が明らか

でない取引で「電気通信利用役務の

提供」に該当しないもの

↓ ↓

「電気通信利用役務の提供」を受け

る者の住所、居所、本店、主たる事務

所の所在地

役務の提供を行う者のその役務の提

供に係る事務所等の所在地による
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３．課税方式

内外判定の基準の見直しにより、国内に住所等がある個人又は国内に本店があ

る内国法人が、国外事業者から購入する「電気通信利用役務の提供」は課税取引

となるが、国外に拠点を置く国外事業者について、どのように適正な納税を確保

するかという点が課題となる。

そこで、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」は、その役務の性質又

は取引条件等により、「事業者向け電気通信利用役務の提供」と「消費者向け電気

通信利用役務の提供」とに区分し、「事業者向け電気通信利用役務の提供」にはリ

バースチャージ方式が、「消費者向け電気通信利用役務の提供」には国外事業者申

告納税方式が適用されることとなった。

「事業者向け電気通信利用役務の提供」 → リバースチャージ方式

「消費者向け電気通信利用役務の提供」 → 国外事業者申告納税方式

４．対象となる取引

上述のとおり、電子書籍や音楽の配信等については、「役務の提供」と「資産の

譲渡・貸付け」のどちらに当たるかが不明確であるとの指摘があったが、法令の

整備により、電子書籍等の著作物の利用の許諾に係る取引は、「電気通信利用役務

の提供」に該当することが明らかにされた（新消法 2①八の三）。

また、「電気通信利用役務の提供」には、「電気通信利用役務の提供」以外の資

産の譲渡等に付随して行われる役務の提供や、単に通信回線を利用させる役務の

提供は含まれない。

具体例は、次のとおりである 4。

【電気通信利用役務の提供に該当する取引の例】

● 電子書籍、電子新聞、音楽、映像、ソフトウエア（ゲーム等の様々なアプ

リケーションを含む。）などの配信

● クラウド上のソフトウエアやデータベースなどを利用させるサービス

● インターネット等を通じた広告の配信・掲載

● インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させ

るサービス

● ソフトウエアやゲームアプリなどをインターネット上で販売するための場

                                                 
4 財務省『平成 27 年度税制改正の解説』

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/explanation/pdf/p0825_0867.pdf
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所（WEBサイト）を利用させるサービス

● インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイトへの掲載等（宿

泊施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの）

● インターネットを介して行う英会話教室

● 電話を含む電気通信回線を介して行うコンサルテーション

【電気通信利用役務の提供に該当しない取引の例】

● 電話、FAX、電報、データ伝送、インターネット回線の利用など、他者間の

情報伝達を単に媒介するサービス（通信）

● ソフトウエアの制作等

ソフトウエアの制作を国外事業者に依頼し、その成果物の受領や制作過

程の指示がインターネット等を介して行われる場合があるが、インターネ

ット等を介した成果物の受領等の行為は、ソフトウエア制作という役務の

提供に付随した行為であり、電気通信利用役務の提供には該当しない。

● 国外に所在する資産の管理・運用等（ネットバンキングを含む。）

インターネット等を介して資産の運用、資金の移動等の指示、状況・結果

報告等が行われる場合があるが、当該結果報告等の行為は資産の管理・運用

という役務の提供に付随した行為であり、電気通信利用役務の提供には該当

しない。ただし、クラウド上の資産運用ソフトの利用料金などを別途受領し

ている場合には、その部分は、電気通信利用役務の提供に該当する。

● 国外事業者に依頼する情報の収集・分析等

インターネット等を介して情報の収集・分析等の結果報告等が行われる

場合があるが、当該結果報告等の行為は、情報の収集・分析等という役務

の提供に付随した行為であり、電気通信利用役務の提供には該当しない。

ただし、他の事業者の依頼によらずに自身が収集・分析した情報を閲覧さ

せたり、インターネット等を通じて利用させたりするサービスは、電気通

信利用役務の提供に該当する。

● 国外の法務専門家等に依頼して行う国外での訴訟遂行等

インターネット等を介して訴訟の状況報告等が行われる場合があるが、

当該状況報告等の行為は、国外における訴訟遂行という役務の提供に付随

した行為であり、電気通信利用役務の提供には該当しない。

Ⅲ．「事業者向け電気通信利用役務の提供」：リバースチャージ方式

「事業者向け電気通信利用役務の提供」には、その取引に係る消費税の納税義

務を役務の提供を受ける事業者に転換する「リバースチャージ方式」が適用され

る。
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１．リバースチャージ方式

① リバースチャージ方式が適用される場合は、消費税を上乗せしないで取引を

行うことが前提である。

② 「事業者向け電気通信利用役務の提供」は、消費税の課税対象である資産の

譲渡等から除かれ、「特定仕入れ」が課税対象となる(新消法4①)。

③ 「事業者向け電気通信利用役務の提供」は納税義務の対象となる課税資産の

譲渡等から除かれ、「特定課税仕入れ」が納税義務の対象となる(新消法5①)。

④ 「特定課税仕入れ」に係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払

対価の額（対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物

若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。）である(新消法28②)。

⑤ 「特定課税仕入れ」に係る対価の返還等を受けた場合には、売上げに係る対

価の返還等を受けた場合に準じた税額控除の取扱いがある(新消法38の2)。

⑥ 「特定課税仕入れ」につき課されるべき消費税額は、帳簿の保存を要件に、

仕入控除税額の計算の対象となる(新消法30①⑦⑧)。

⑦ 「特定課税仕入れ」について、仕入対価の返還等を受けた場合の特例、調整

対象固定資産に関する調整の規定は、課税仕入れと同様に適用される(新消

法32～35)。

⑧ 「特定課税仕入れ」の支払対価の額は、課税売上割合の計算に影響しない(新

消法30⑥)。

⑨ 「特定課税仕入れ」の支払対価の額は、基準期間における課税売上高及び特

定期間における課税売上高に算入しない(新消法9②、9の2②)。

⑩ 特定課税仕入れ」を行った者が単なる名義人であった場合に、実質的にその

仕入れを行った者に消費税法の規定が適用される(新消法13②)。

２．適用除外

① 免税事業者は、「特定課税仕入れ」があっても、その「特定課税仕入れ」に

ついて、納税義務は生じない(新消法9①他)。

② 課税売上割合が 95％以上である課税期間、簡易課税制度の適用を受ける課

税期間において行った「特定課税仕入れ」はなかったものとされ、リバー

スチャージ方式の対象とならない（27 年改正法附則 42、44②）。

３．国外事業者の表示の義務

国内において「事業者向け電気通信利用役務の提供」を行う国外事業者は、そ

の役務の提供に際し、あらかじめ、特定課税仕入れを行う事業者が消費税の納税

義務者となる旨を表示しなければならない(新消法 62)。

ただし、一般申告で課税売上割合が 95％未満である場合には、たとえ「事業者
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向け電気通信利用役務の提供」を行う国外事業者がその旨を表示していなくても、

その特定課税仕入れについてリバースチャージを適用しなければならない(新消

基通 5-8-2)。

４．「事業者向け電気通信利用役務の提供」の範囲

ＥＵでは、インボイス方式を担保する事業者登録制度があり、リバースチャー

ジ方式が適用されるかどうかは、取引の相手に事業者番号（ＶＡＴ―ＩＤ）の提

示を求めることによって判断することができる。

しかし、日本には、事業者登録制度がないため、国外事業者が行う「電気通信

利用役務の提供」は、その役務の性質や取引条件等により事業者向けであるかど

うかを判断することとされた。

対消費者取引がリバースチャージ方式の適用対象取引となることを避けるため、

「事業者向け電気通信利用役務の提供」の範囲は「役務の提供を受ける者が事業

者であることが明らかなもの」と限定的に定義されており（消法 2①八の四）、課

税事業者が「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けるケースが多いものと

想定される。しかし、国外事業者は執行管轄の及ばない国外に所在することから、

税務執行を通じて適正な申告納税の履行を促すことには自ずと限界があり、結果

として、納税なき仕入税額控除という問題が生じる可能性がある。

こうした課税の公平を阻害する新たな事態を制度的に防止する観点から、下記

の国外事業者登録制度が設けられている。

【事業者向け電気通信利用役務の提供の例】 5

イ「役務の性質」から、当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるもの

の例

● ネット広告の配信のように、役務の性質から当該役務の提供を受ける者が

通常事業者に限られるもの

● ソフトウエアやゲームアプリなどをインターネット上で販売するための場

所（WEBサイト）を利用させるサービス

● インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイトへの掲載等（宿

泊施設や飲食店等を経営する事業者に対するサービス）

ロ「取引条件等」から、当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるもの

の例

● クラウドサービス ※１ のように役務の性質からは事業者向けとは言えな

い電気通信利用役務の提供のうち、個別の契約 ※２ に基づいて提供され

                                                 
5 財務省『平成 27 年度税制改正の解説』

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/explanation/pdf/p0825_0867.pdf
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るサービスすなわち、サービスの客観的な性質で“事業者向け”に限定で

きない取引であっても、相対で個別に契約を締結し、その契約に基づき一

対一で取引を行っており、役務の提供を受ける者が事業者であることが明

確な取引であれば、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当すること

になる。

※１ クラウドサービスは、通常、利用者は事業者に限られるものでは

なく、消費者も利用可能な状態になっているため、事業者向け電

気通信利用役務の提供には該当しないと考えられる。

※２ ここにいう「個別の契約」は、サービス提供者が提示する既定の

条件を、相手方が承諾して申し込むことによって成立する契約で

はなく、契約の相手方（サービスの提供を受ける者）が事業者で

あることを確認した上で、個別の取引条件を定めて締結する契約

をいう。

なお、インターネットのウェブサイトから申込みを受け付けるようなクラウド

サービス等において、「事業者向け」であることを当該ウェブサイトに掲載してい

たとしても、事業者以外の者からの申込みが行われた場合にその申込みを事実上

制限できないものは、取引条件等から「当該役務の提供を受ける者が通常事業者

に限られるもの」には該当しない。

Ⅳ．「消費者向け電気通信利用役務の提供」：国外事業者申告納税方式

「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、その「消費者向け電気通

信利用役務の提供」を行う国外事業者が納税義務者となる。

１．国内事業者の仕入税額控除の制限

事業者が、国外事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場

合、その課税仕入れに係る消費税につき、仕入税額控除をすることができない（27

年改正法附則 38①）。

ただし、次の「登録国外事業者制度」による登録国外事業者から受けた「消費

者向け電気通信利用役務の提供」については、その登録国外事業者の登録番号等

が記載された請求書等の保存等を要件として、その課税仕入れに係る消費税につ

き仕入税額控除を適用することができる（27 年改正法附則 38①②）。

これは、事業者登録制度を担保とするインボイス方式と同様の制度であり、請

求書等保存方式を採る日本の消費税において、デジタルコンテンツの越境取引と

いうピンポイントでインボイス方式が採用されたと評価することができよう。
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２．登録国外事業者制度

(1)登録国外事業者の登録

登録国外事業者とは、次に掲げる要件を満たす一定の国外事業者（事業者免税

点制度の適用を受けない者に限る。）として申請し、国税庁長官の登録を受けた事

業者をいう（27 年改正法附則 38①、39）。

国税庁長官は、次のいずれかに該当する場合は、その登録を拒否することがで

きる（27 年改正法附則 39⑤）

① 国内において行う「電気通信利用役務の提供」に係る事務所、事業所その

他これらに準ずるものの所在地が国内にあること又は消費税に関する税務

代理人（国税通則法第74条の9第3項第2号に規定する税務代理人をいう。）

がないこと。

② 国税通則法第117条第1項（納税管理人）の規定の適用を受ける事業者で、

納税管理人を指定していないこと。

③ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。

④ 登録国外事業者の登録取消しから1年を経過していないこと。

登録国外事業者の登録申請は、平成 27 年 7 月 1 日以後にできることとされてい

る（27 年改正法附則 39⑪）。

なお、登録を受けた日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間について

は、事業者免税点制度は適用されない（27 年改正法附則 39⑩）。

(2)登録の失効

登録国外事業者が、登録の取消しを求める届出書を提出した場合には、届出書

の提出があった日の属する課税期間（その届出書の提出が一定の日以後になされ

た場合には翌課税期間）の末日の翌日以後は、その登録は失効する（27 年改正法

附則 39⑪）。

(3)登録国外事業者の公表

国税庁長官は、登録国外事業者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若

しくは主たる事務所の所在地及び登録番号等について、インターネットを通じて

登録後速やかに公表しなければならないこととされている（27 年改正法附則 39

④）。また、登録国外事業者でなくなった場合にも、その旨を公表しなければなら

ない（27 年改正法附則 39⑫）。

国税庁は、平成２７年８月１７日、次の６社を掲載した登録国外事業者名簿を

公表した。

● ザ・フィナンシャル・タイムズ・ジャ パン・リミテッド The Financial

Times Japan Ltd

● アドビシステムズ ソフトウェア ア イルランド リミテッド Adobe
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Systems Software Ireland Limited 

● アマゾン サービス インターナ ショナル インク Amazon Services 

International，Inc．

● アマゾン ウェブ サービス インク Amazon Web Services，Inc．

● アマゾン サービス ヨーロッパ エ ス・エー・アール・エル Amazon

Services Europe S．à．r．l．

● オーディブル インク Audible，Inc．

Ⅴ．国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直し

俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家（以下「タレント等」という。）が、

コンサートや舞台への出演、野球・サッカー・ゴルフなどのスポーツイベント等

への出場等を行う役務の提供は、そのコンサート等の会場が日本国内であれば、

国内において行う役務の提供に該当し、そのタレント等が国外の事業者（以下「外

国人タレント等」という。）であっても、国内取引として消費税の課税対象となる。

また、消費税の納税義務者の有無の判定において、その事業者の住所や事務所

等が国内にあるかどうかが影響することはない。したがって、毎年、日本で興行

等を行っており、その基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売

上高が 1,000 万円を超えることとなる外国人タレント等には、消費税の納税義務

者として申告納税を行う義務がある（消法９①）

しかし、こうした外国人タレント等は、一般的に、短期間で帰国することから、

適切な申告納税を求めることには自ずと限界がある。他方で、外国人タレント等

に報酬を支払う日本のプロモーターにおいては、外国人タレント等が消費税の申

告納税を行っているか否かにかかわらず、仕入税額控除の適用を受けることにな

る。

この問題について、会計検査院からの指摘を受け、国外事業者が国内で行う芸

能・スポーツ等の役務の提供は「特定役務の提供」と位置付けられ、リバースチ

ャージ方式を適用対象とされた。

１．適用開始時期

平成 28 年４月１日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れから適用さ

れる。
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２．用語の定義

平成 28 年 4 月 1 日以後は、次の定義が加えられる（27 年改正法附則 48①）

特定役務の提供

（新消法 2①八の五）

（新消令 2 の 2）

資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政

令で定める役務の提供（「電気通信利用役務の提供」に該

当するものを除く。）

法第 2 条第 1 項第 8 号の 5 に規定する政令で定める役務

の提供は、映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸

能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする

事業として行う役務の提供のうち、国外事業者が他の事

業者に対して行う役務の提供（当該国外事業者が不特定

かつ多数の者に対して行う役務の提供を除く。）とする。

特定資産の譲渡等

（新消法 2①八の二）

「事業者向け電気通信利用役務の提供」及び「特定役務

の提供」（27 年改正法附則 48①）

特定仕入れ

（新消法 4①）

事業として他の者から受けた「特定資産の譲渡等」（27 年

改正法附則 48①）

「特定役務の提供」の具体例として、国外事業者が対価を得て他の事業者に対し

て行う、次のような役務の提供が挙げられる。

【特定役務の提供の例】

① 芸能人としての映画の撮影、テレビへの出演

② 俳優、音楽家としての演劇、演奏

③ スポーツ競技の大会等への出場

※ 国外事業者が個人事業者である場合、当該個人事業者自身が①から③の役務

の提供を行う場合も含まれる。

※ 国外事業者であるスポーツ選手が、映画やＣＭ等の撮影を国内で行って、そ

の演技、出演料等を受領する場合は、①に含まれる。

※ 国外事業者がアマチュア、ノンプロ等と称される者であっても、スポーツ競

技等の役務の提供を行うことにより報酬・賞金等を受領する場合は、③に含

まれる。

①から③の役務の提供であっても、国外事業者が不特定かつ多数の者に対して

行うものは、「特定役務の提供」に該当しない。

以上


